
平成30年５月１日現在

 個人情報ファイルの名称

 独立行政法人等の名称

 個人情報ファイル利用目的

 記録範囲

 記録情報の収集方法 　申請者（監理団体）からの監理団体の許可申請書　等

 要配慮個人情報が含まれると
 きは、その旨

 記録情報の経常的提供先

　(名　称)外国人技能実習機構　本部総務部総務課

　(所在地)108-0075 東京都港区港南1-6-31　品川東急ビル8階

　なし

■法第２条第６項第１号
（電算処理ファイル）

□令第７条第３号に該当するフ
ァイル
　　　　　□有　■無

　含まない

　なし

　監理団体許可データベース

　外国人技能実習機構

 個人情報ファイルが利用に供
 される事務をつかさどる組織
 の名称

　本部監理団体部審査課

 記録項目

　①　申請者（監理団体）の代表者の氏名、役員の氏名・住所、責任役
員の氏名、指定外部役員の氏名  等
　②　監理責任者の氏名、住所  等
　③　（外部監査人が個人の場合）外部監査人の氏名　等
　　　 （外部監査人が法人の場合）外部監査人の代表者の氏名　等
　④　送出機関の代表者の氏名
　⑤　技能実習計画作成指導者の氏名・住所  等

　監理団体の許可の業務

　申請者の代表者・役員、監理責任者、外部監査人又はその代表者、送
出機関の代表者、技能実習計画作成指導者（平成29年度以降）

 開示請求等を受理する組織の
 名称及び所在地

 訂正及び利用停止に関する他
 の法律又はこれに基づく命令
 の規定による特別の手続等

 個人情報ファイルの名称種別
　□法第２条６項第２号
　　(マニュアル処理ファイル)



 作成された独立行政法人等非
 識別加工情報に関する提案を
 受ける組織の名称及び所在地

　－

 作成された独立行政法人等非
 識別加工情報に関する提案を
 することができる期間

　－

 備　　　考

 独立行政法人等非識別加工情
 報の提案を受ける組織の名称
 及び所在地

　－

 個人情報ファイルが第２条第
 ９項第２号ロに該当する場合
 には、意見書の提出機会が与え
 られる旨

　－

 独立行政法人等非識別加工情
 報の概要

　－

 独立行政法人等非識別加工情
 報の提案の募集をする個人情
 報ファイルである旨

　非該当



平成30年５月１日現在

 個人情報ファイルの名称

 独立行政法人等の名称

 個人情報ファイル利用目的

 記録範囲

 記録情報の収集方法 　申請者からの技能実習計画認定申請書　等

 要配慮個人情報が含まれると
 きは、その旨

 記録情報の経常的提供先

　(名　称)外国人技能実習機構　本部総務部総務課

　(所在地)108-0075 東京都港区港南1-6-31　品川東急ビル8階

■法第２条第６項第１号
（電算処理ファイル）

□令第７条第３号に該当するフ
ァイル
　　　　　□有　■無

 個人情報ファイルが利用に供
 される事務をつかさどる組織
 の名称

　本部技能実習部認定課及び各地方事務所・支所

　なし

　技能実習計画認定データベース

　外国人技能実習機構

　技能実習計画の認定業務

　①（申請者（技能実習実施者）が個人の場合）申請者の氏名、住
所、電話番号　等
　　（申請者（技能実習実施者）が法人の場合）代表者の氏名、役員
の氏名、住所　等
　②　技能実習責任者・技能実習指導員・生活指導員の氏名、役職
名　等
　③　技能実習生の氏名、国籍、生年月日、性別　等
　④　監理団体の代表者・監理責任者・計画指導担当者の氏名

 記録項目

 開示請求等を受理する組織の
 名称及び所在地

 訂正及び利用停止に関する他
 の法律又はこれに基づく命令
 の規定による特別の手続等

　申請者（個人の場合）・申請者（法人の場合）の役員、技能実習責
任者・技能実習指導員・生活指導員、技能実習生、監理団体の代
表者・監理責任者・計画指導担当者（平成２９年度以降）

　含まない

　厚生労働省・法務省

 個人情報ファイルの名称種別
　□法第２条６項第２号
　　(マニュアル処理ファイル)



 独立行政法人等非識別加工情
 報の提案の募集をする個人情
 報ファイルである旨

　非該当

 独立行政法人等非識別加工情
 報の提案を受ける組織の名称
 及び所在地

　－

 個人情報ファイルが第２条第
 ９項第２号ロに該当する場合
 には、意見書の提出機会が与え
 られる旨

　－

 備　　　考

 独立行政法人等非識別加工情
 報の概要

　－

 作成された独立行政法人等非
 識別加工情報に関する提案を
 受ける組織の名称及び所在地

　－

 作成された独立行政法人等非
 識別加工情報に関する提案を
 することができる期間

　－



平成30年５月１日現在

 個人情報ファイルの名称 　受検手続支援業務支援対象者ファイル

 独立行政法人等の名称

 個人情報ファイル利用目的

 記録範囲

 記録情報の収集方法

 要配慮個人情報が含まれると
 きは、その旨

 記録情報の経常的提供先

　(名　称)外国人技能実習機構　本部総務部総務課

　(所在地)108-0075 東京都港区港南1-6-31　品川東急ビル8階

　なし

■法第２条第６項第１号
（電算処理ファイル）

□令第７条第３号に該当するフ
ァイル
　　　　　□有　■無

　・　受検手続支援を実施した技能実習生（平成29年度以降）
　・　受検手続支援を実施した技能実習生の属する監理団体または実
習実施者の担当者（平成29年度以降）

 開示請求等を受理する組織の
 名称及び所在地

 訂正及び利用停止に関する他
 の法律又はこれに基づく命令
 の規定による特別の手続等

 個人情報ファイルの名称種別
　□法第２条６項第２号
　　(マニュアル処理ファイル)

　監理団体または実習実施者からの受検申請連絡票

　含まない

　修得技能の評価を実施する各試験実施機関

　外国人技能実習機構

 個人情報ファイルが利用に供
 される事務をつかさどる組織
 の名称

　本部技能実習部援助課

　・　受検申請情報の試験実施機関への取り次ぎ業務
　・　技能実習計画の認定に係る試験結果情報の把握

 記録項目

　①  技能実習生の氏名、性別、生年月日、国籍、在留カード番号、試
験の合否結果　等
　②  監理団体または実習実施者の担当者の氏名、電話番号　等



 作成された独立行政法人等非
 識別加工情報に関する提案を
 受ける組織の名称及び所在地

　－

 作成された独立行政法人等非
 識別加工情報に関する提案を
 することができる期間

　－

 備　　　考

 独立行政法人等非識別加工情
 報の提案を受ける組織の名称
 及び所在地

　－

 個人情報ファイルが第２条第
 ９項第２号ロに該当する場合
 には、意見書の提出機会が与え
 られる旨

　－

 独立行政法人等非識別加工情
 報の概要

　－

 独立行政法人等非識別加工情
 報の提案の募集をする個人情
 報ファイルである旨

　非該当



２０１９年６月１日現在

 個人情報ファイルの名称

 独立行政法人等の名称

 個人情報ファイル利用目的

 記録範囲

 記録情報の収集方法

 要配慮個人情報が含まれると
 きは、その旨

 記録情報の経常的提供先

■法第２条第６項第１号
（電算処理ファイル）

令第７条第３号に該当するフ
ァイル
　　　　　□有　■無

 個人情報ファイルが利用に供
 される事務をつかさどる組織
 の名称

本部技能実習部援助課及び各地方事務所・支所

なし

(所在地)108-0075東京都港区港南1-6-31　品川東急ビル8階

技能実習生からの相談・申告データベース

外国人技能実習機構

技能実習生からの相談・申告業務

①相談者（技能実習生）の氏名、国籍、生年月日、性別、在留
カード番号、在留資格、住所、電話番号、メールアドレス、実習実
施者名、監理団体名、送出機関名
②代理人氏名、住所、電話番号、メールアドレス、所属組織名、相
談者との関係

 記録項目

 開示請求等を受理する組織の
 名称及び所在地

 訂正及び利用停止に関する他
 の法律又はこれに基づく命令
 の規定による特別の手続等

技能実習生、相談者、代理人(平成２９年度以降）

技能実習生からの相談・申告　等

含む

厚生労働省・法務省

(名　称）外国人技能実習機構　本部総務部総務課

 個人情報ファイルの名称種別
　□法第２条６項第２号
　　(マニュアル処理ファイル)



 独立行政法人等非識別加工情
 報の提案の募集をする個人情
 報ファイルである旨

非該当

 独立行政法人等非識別加工情
 報の提案を受ける組織の名称
 及び所在地

　ー

 個人情報ファイルが第２条第
 ９項第２号ロに該当する場合
 には、意見書の提出機会が与え
 られる旨

　ー

 備　　　考

 独立行政法人等非識別加工情
 報の概要

　ー

 作成された独立行政法人等非
 識別加工情報に関する提案を
 受ける組織の名称及び所在地

　ー

 作成された独立行政法人等非
 識別加工情報に関する提案を
 することができる期間

　ー
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